
　法人県民税、法人市町村民税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、市町

村たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、鉱産税、又は入湯税の申告書を提出した後に、税

額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から原則５年以内※に更正の請求をすることができま

す。

※平成23年12月１日以前に法定納期限が到来しているものに関しては、法定納期限から原則１年以内に更正

の請求をすることができます。

　地方税の賦課・徴収の処分などについて不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から

起算して 60日以内に、原則として　 県税については知事に審査請求 　を、　 市町村税については市町村長に対

して異議申立て 　をすることができます。

　ただし、上記の期限内であっても滞納処分に関し欠陥があることを理由とする不服の申立てについては、次

に掲げる日又は期限後はできません。

１　督促……差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日

２　不動産等についての差押え……その公売期日等

３　不動産等についての公告から売却決定までの処分……換価財産の買受代金の納付の期限

４　換価代金等の配当……換価代金等の交付期日

　なお、審査請求の裁決又は異議申立てに対する決定について不服のあるときには、裁判所に訴訟を提起する

ことができます。

地方税の救済制度

　固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服を有する納税者は、各市町村に設置された固定資産評価審

査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登

録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登

録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。（ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講

じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。）

　審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳の価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書

の交付を受けた日後60日までとなっています。

　また、固定資産評価審査委員会に対しての審査申出事項は固定資産の価格のみで、固定資産税の賦課等につ

いて不服がある場合には納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市町村長に対する不

服申立てをすることができます。
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納税の方法

区　　分 名　　　　　　　　　　称

指 定 金 融 機 関 阿波銀行本・支店　※県外の支店を含みます。

指定代理金融機関 徳島銀行本・支店　※県外の支店を含みます。

収納代理金融機関 （みずほ銀行本・支店）　※県外の支店を含みます。
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（三菱東京UFJ 銀行）・四国銀行・伊予銀行・百十四銀行・愛媛銀行・香川銀行・

高知銀行

信 託 銀 行 （三菱UFJ 信託銀行）

信 用 金 庫 徳島信用金庫・阿南信用金庫

そ の 他
（商工組合中央金庫）・四国労働金庫・徳島県信用農業協同組合連合会・県が指定

した農業協同組合・（徳島県信用漁業協同組合連合会）

郵 便 局 四国内のゆうちょ銀行・郵便局　※四国外の場合は指定様式を使用します。

コンビニエンスストア

※定期課税分の自動車

税に限ります。

エブリワン、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルＫ、サンクス、スリ

ーエフ、セーブオン、セブン - イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、

ポプラグループ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン　

東部県税局・総合県民局

東部県税局（徳島庁舎、吉野川庁舎）、南部総合県民局（経営企画部）、西部総合

県民局（企画振興部）

　※課税した県税局等以外でも納められます。

東部県税局自動車税庁舎　※自動車取得税・自動車税に限ります。

　徳島県では、納税に便利な預金口座振替制度を実施しています。

　口座振替とは、電話料金や電気料金などと同じように、あなたの指定した預金口座から自動的に納税できる

制度です。

◎口座振替のできる税金

個人事業税

◎口座振替のできる金融機関

上の表のうち郵便局及び（　）書きの金融機関を除く金融機関でご利用できます。（指定金融機関との

口座振替のデータが交換可能な金融機関に限られています。）

手数料は要りません。

◎申込方法

預金口座にご使用の印鑑をお持ちのうえ、金融機関か所管の県税局等へお申し出ください。

便利で確実な口座振替制度をぜひご利用ください。

・
店
支
・
本
の
内
県

る
限
に
所
支
（

（

◆更正の請求

◆不服の申し立て

◆固定資産の価格に係る不服審査について

◆県税を納めるところ

◆口座振替による納税

◆市町村税の納税の方法については、それぞれの市町村ごとに定められています。
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